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生 物 農 薬 試 験 法

この試験法は，平成 年に初めて生物農薬が委託試験に登場して以来，これまでに実施されてきた多くの

薬効試験例を基にして，関係の専門家にご協力いただいて作成したものである。

生物農薬（微生物製剤，天敵生物製剤）は，化学農薬と異なり，処理時期・処理方法に特色のある剤が多

いので，適切な効果判定を行うためには留意すべき点が多い。試験実施においては，化学農薬の試験法を基

礎においたうえで，この試験法に準拠しながら，必要に応じて工夫を加えて弾力的に運用することをお願い

する。

現在農薬登録されている主な剤について，天敵生物・微生物の分類群ごとに生物農薬調査法を別途作成し

たので，参照されたい。今後，新たな生物農薬が登場してきた場合は，必要に応じて追加・修正を行う予定

である。

．微生物製剤（ 剤を除く）
□試験区の設定

試験区の面積，調査株数，調査部位は，試験依頼者からの特段の依頼事項がない限り，原則として対象作

物・害虫に該当する化学農薬の試験法，調査法に準ずる。

試験区の配置は 連制を基本とする。胞子飛散や感染虫の移動による処理区外での二次感染のリスクを考

慮して，必要に応じて緩衝地帯を設置することも検討する。

□対照区の設定

対照薬剤は既登録の微生物農薬が望ましい。なお，委託先が対照薬剤を指定している場合は協議する。

□温湿度条件の記載

試験期間中の最高・最低・平均気温，湿度データを成績書に記載する（図示して良いが，データが読み取

れるように見やすく表示する。近似条件であれば近隣施設のデータで代用することも可能）。また，散布時

刻も記載する。

□処理時の注意点

微生物農薬は一般に紫外線が強く高温になることが予想される晴天時の日中の散布は避け，夕方に処理す

るのが望ましい。また，乾燥が続くような条件も避けて散布する。

□試験開始時の対象害虫の密度

多発生・甚発生条件から試験を開始することは避ける。

各区の発生に偏りがある場合は，処理前に対象害虫を分散させるなどして均一な発生を促す。

□感染個体の確認

試験供試微生物による感染個体の確認を行う。

□効果の評価に用いる指数

初回調査から比較的長期間（概ね ケ月以上）経ってから判定を行う場合は初期密度の影響が小さいと考

えられるため，判定には原則として密度指数を用いる。
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□判定する調査日

効果が出てきたと判断された場合，そこで打ち切らずに継続して調査をおこない，複数調査日で有効性を

確認する。ただし，無処理区の密度が低い，もしくは前回調査日より大きく低下した調査日は極力含めない

ようにする。

□判 定

判定基準は化学農薬の試験において特別な基準が用いられている害虫（野菜のハダニ類など）も原則とし

て野菜の一般害虫に準ずる。

最終的に感染個体が確認出来ない場合でも状況に応じて効果判定は可能である。

□その他

特別な管理を行った場合はその内容を成績書に記載する。

．天敵生物（昆虫・ダニ）製剤

□試験区の設定

試験区の面積は移動性の低い害虫は 区 ～ の 連制，移動性の高い天敵（寄生蜂，カメムシなど）

は 区 を目安として化学農薬より広い面積を設ける。面積を広くとる場合は反復なしの ケ所調査で

も可とする。

露地における試験では，放飼区と無放飼区を出来るだけ離して設置する。

果樹における試験では 区 樹 連制を基本とする。

施設における試験では，特に移動性の高い天敵の場合，原則として各区別棟とし，反復なしの 地点調査

とする。天敵生物の施設外への移動を防ぐため，施設サイドに目合の細かい防虫ネットなどの遮蔽措置を設

置するなど工夫を講じる。また，別棟を設置できない場合は，各区間に仕切りの設置や粘着スプレーの処理

などの遮蔽措置を講じ，区外への天敵の移動を防ぐ。成績書には各区の配置および講じた遮蔽措置について

記載する。

□対照区

対照薬剤区は必須とはしない。

□温度条件の記載

施設内で試験を実施した場合は，必ず試験期間中における施設内の最高・最低・平均気温を記載する（近

似条件であれば近隣施設のデータで代用することも可能）。

□試験開始時の対象害虫の密度

対象害虫が少発生で密度の上昇が見込まれる条件で試験を開始する。多発生・甚発生条件から試験を開始

することは避ける。各区の発生に偏りがある場合は，処理前に対象害虫を分散させるなどして均一な発生を

促す。未発生条件から試験を開始する場合は，各区へ対象害虫を放虫するなどにより均一な発生を促す。

□供試製剤の品質チェック

各放飼前に品質チェック（製剤中の天敵生物の生存確認）を行う。品質に問題があった場合は依頼会社ま

たは事務局に連絡する。
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□調 査

調査株数，調査部位は，試験依頼者からの特段の依頼事項がない限り，原則として対象作物・害虫に該当

する化学農薬の試験法，調査法に準ずる。

無放飼区から先に調査し，天敵生物が体などに付着して無放飼区に混入しないよう注意する。害虫数の調

査だけでなく，天敵生物の虫数調査も行う。

□天敵の同定

無放飼区に天敵が発生した場合は，その天敵が土着天敵か，放飼区から移入した試験天敵かを判別するた

め，天敵の一部を採集し同定を行う。土着天敵が見られた場合，放飼区についても同様の調査を行い，放飼

区の発生状況が推測できるよう，種類と虫数の内訳を成績書に記載する。

□試験区の天敵の排除

試験区へ土着天敵が移入するおそれがある場合は，試験圃場周囲の雑草などに土着天敵に影響のある殺虫

剤を散布，または雑草を刈り取って試験圃場外に持ち出すとよい。土着天敵の移入がある場合，無放飼区に

のみ殺虫剤を散布すると，放飼区は放飼した天敵に加え移入した土着天敵の効果となることから，安易な散

布は避ける。試験開始前から土着天敵の発生が認められる場合は殺虫剤であらかじめ密度を下げておくこと

なども検討する。その場合は薬剤の残効が切れてから試験を開始する。

□効果の評価に用いる指数

調査開始から比較的長期間（概ね ケ月以上）経ってから判定を行う場合は初期密度の影響が小さいと考

えられるため判定には原則として密度指数を用いる。

□判定する調査日

処理区で害虫密度の低下が認められた場合でも，継続して調査をおこない，複数調査日で有効性を確認す

る。ただし，無処理区の密度が低い，もしくは前回調査日より大きく低下した調査日は極力含めないように

する。

□判 定

判定基準は化学農薬の試験において特別な基準が用いられている害虫（野菜のハダニ類など）も原則とし

て野菜の一般害虫に準ずる。

□その他

試験期間中に特別な管理を行った場合はその内容を成績書に記載する。

パック製剤やカード型製剤等の場合は，設置した位置，設置方法等を成績書に記載する。

天敵生物製剤によって，作物に悪影響が生じた場合は，成績書に薬害として記載する。
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